
第２３号議案 

 

東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関

する条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和７年２月５日 

 

      提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

この案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平

成２６年厚生労働省令第６１号）の改正に伴い、食事の提供の特

例に関し、規定の整備を図るため提出します。 



東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関

する条例の一部を改正する条例 

 

東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する

条例（平成２６年１０月台東区条例第２１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１６条第１項第２号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」

を加える。 

   付 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 


